
　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
同
国
政
府
が
禁
煙
政
策

を
進
め
た
こ
と
に
対
し
、
米
国
の
タ
バ
コ
会
社
が
数

十
億
㌦
の
賠
償
を
提
起
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
に

禁
煙
政
策
の
転
換
を
迫
っ
た
。

　

Ｉ
Ｓ
Ｄ
条
項
を
使
っ
た
訴
訟
は
２
０
１
１
年
末
で

46
件
に
上
る
。
そ
の
う
ち
、
米
国
企
業
が
原
告
の
訴

訟
は
30
件
あ
り
、
他
国
の
政
府
か
ら
多
額
の
賠
償
金

を
勝
ち
取
っ
た
例
も
複
数
あ
る
。
逆
に
米
国
政
府
が

負
け
た
訴
訟
は
な
い
。

　

米
国
優
位
と
な
る
背
景
に
は
、
仲
裁
裁
判
所
の
存

在
が
大
き
い
。
Ｉ
Ｓ
Ｄ
条
項
に
よ
る
訴
訟
は
主
に
世

界
銀
行
傘
下
の
投
資
紛
争
解
決
国
際
セ
ン
タ
ー
が
担

う
。
世
界
銀
行
へ
の
出
資
率
は
米
国
が
最
も
高
く
、

強
い
発
言
権
が
あ
る
。
訴
訟
へ
の
影
響
は
避
け
ら
れ

な
い
。
日
本
国
民
の
命
や
健
康
を
守
る
た
め
の
制
度

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
米
国
企
業
が
「
経
済
活
動
を
阻

害
さ
れ
た
」
と
判
断
す
れ
ば
、
巨
額
の
賠
償
請
求
訴

訟
の
対
象
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ
は
国
民

生
活
全
体
に
深
刻
な
影
響
を
も
た
ら
す
危
険
性
を
は

ら
ん
で
い
る
。 
（
つ
づ
く
）

　

自
公
政
権
が
進
め
る
Ｔ
Ｐ
Ｐ
（
環
太
平
洋
連
携
協

定
）
に
は
、「
Ｉ
Ｓ
Ｄ
条
項
」が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

Ｉ
Ｓ
Ｄ
と
は
、Investor
（
投
資
家
）、State

（
国
）、Dispute

（
紛
争
）、Settlem

ent

（
解

決
）
の
頭
文
字
の
略
称
で
、「
投
資
家
と
国
家
の
紛

争
の
解
決
」
と
い
う
意
味
だ
。
要
す
る
に
、
外
国
企

業
が
投
資
先
の
国
や
自
治
体
を
訴
え
る
た
め
の
ル
ー

ル
で
あ
り
、
専
門
家
は
〝
訴
訟
大
国
〞
の
ア
メ
リ
カ

と
締
結
す
る
こ
と
の
危
険
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

Ｉ
Ｓ
Ｄ
条
項
を
利
用
し
て
米
国
企
業
が
他
国
の
政

府
を
訴
え
た
例
は
少
な
く
な
い
。
北
米
自
由
貿
易
協

定
を
結
ぶ
カ
ナ
ダ
で
は
、
米
国
の
製
薬
会
社
の
薬
に

つ
い
て「
臨
床
実
験
が
不
十
分
だ
」と
し
て
特
許
を
不

承
認
と
し
た
。そ
の
結
果
、カ
ナ
ダ
政
府
は
米
国
の
製

薬
会
社
か
ら
１
億
㌦
の
損
害
賠
償
を
求
め
ら
れ
た
。

　

メ
キ
シ
コ
で
は
、
米
国
企
業
に
よ
る
有
害
物
質
の

埋
め
立
て
計
画
の
危
険
性
か
ら
、
地
方
自
治
体
が
そ

の
許
可
を
取
り
消
し
た
。
米
国
企
業
は
Ｉ
Ｓ
Ｄ
条
項

を
使
っ
て
メ
キ
シ
コ
政
府
を
訴
え
、
１
６
７
０
万
㌦

の
賠
償
金
を
獲
得
し
た
。

健康守る制度に巨額賠償
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罠
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主
権
な
き
Ｉ
Ｓ
Ｄ
条
項


